
JP 4768985 B2 2011.9.7

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　構造の雌型に相当する型穴を画定する２つの部分を有するマッフルを使用して少なくと
も１つの湯道を経て流動性材料を型穴に供給して行う歯のセラミック構造の作製、特に金
属又はセラミックよりなる骨格材の表面、上側又は周囲への射出成形のための方法におい
て、下記の手順、即ち
ａ）作製される義歯の型又は部分型をデジタル化し、作製される義歯のＣＡＤデータを生
成し、
ｂ）型穴を形成するために、ＣＡＤデータに基づきマッフルの各部分を切削加工し、
ｃ）供給材料であるセラミックを少なくとも１つの湯道を経て型穴に圧入し、
ｄ）セラミックの硬化の後に、該構造から延出する湯道又は湯道のばりと共に該構造を型
穴から取り外し、
ｅ）作製される構造のＣＡＤデータに基づき湯道又はばりを除去する
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　歯のセラミック構造が骨格材を具備する請求項１に記載の方法において、型穴を形成す
る前記手順ｂ）の後に型穴の中に骨格材を配置し、次に型穴の中の骨格材の上にセラミッ
クを圧入し、最後に前記手順ｄ）及びｅ）を行うことを特徴とする方法。
【請求項３】
　硬化した埋込みコンパウンド材料で型穴を取り囲むことを特徴とする請求項１に記載の
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方法。
【請求項４】
　型穴を画定するマッフルの各部分をフライス削り又は研削により切削加工することを特
徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　圧入されるセラミックのために、型穴に接続する複数個の湯道を形成することを特徴と
する請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、構造の雌型に相当する型穴を画定する２つの部分を有するマッフルを使用し
て、少なくとも１つの湯道を経て流動性材料を型穴に供給して行う歯のセラミック構造の
作製、特に金属又はセラミックよりなる支持体をなす骨格材の表面、上側又は周囲への射
出成形のための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　当該の方法は、例えばセラミック歯の構造の作製のためのドイツ特許ＤＥ－Ａ－１９６
３０４１２により周知である。その場合、挿着されたセラミック歯根ピンを含む口腔の状
況を複製し、複製から型を作り、その型から該ピンが突出するようにし、可燃性材料で復
元物を型取りし、湯道を取り付け、硬化可能な埋込みコンパウンドでピン及び根元部分を
マッフルに埋設し、加熱してろうを除去し、最後にセラミックを圧入するとう手順が行わ
れる。
【０００３】
　その場合、歯のセラミック構造の品質は、一方では復元物の型取りを行う歯科技工士の
手工業的熟練に、他方では型を取り囲む埋込みコンパウンドによる型穴の形成に依存する
。
【０００４】
　同じ方法がドイツ特許公開ＤＥ－Ａ－１０１３６５８４Ａ１にも見られる。
【０００５】
　米国特許ＵＳ－Ａ－５，０９２，０２２により義歯の作製方法が周知である。その場合
、この特許の図２７に示された実施例によれば、作製される歯のセラミック構造の外側幾
何学的形状に対応する型部材が、記憶されたデータに基づいて、例えば金属からなるブロ
ックに切削加工により形成される。こうして形成された型穴は、金属骨格材を収容する成
形品によって画定される。型部材の間に湯道が通っており、液状材料例えば合成樹脂が湯
道に導入される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の根底にある課題は、手操作の処置により不具合がほとんど回避される高精度の
歯のセラミック構造を提供するように、冒頭に挙げた種類の方法を改良することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題の解決のために、本発明による歯のセラミック構造の作製方法につき、下記の
手順を提案する。即ち
ａ）作製される義歯の型又は部分型をデジタル化し、作製される義歯のＣＡＤ（計算機援
用設計）データを生成し、
ｂ）型穴を形成するために、ＣＡＤデータに基づきマッフルの各部分を切削加工し、
ｃ）供給材料としてのセラミックを少なくとも１つの湯道を経て型穴に圧入し、
ｄ）セラミックの硬化の後に、該構造から延出する湯道又は湯道のバリと共に該構造を型
穴から取り外し、
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ｅ）作製される構造のＣＡＤデータに基づき、湯道又はバリを除去するのである。
【０００８】
　特に歯のセラミック構造が骨格材を含む構造の作製方法は、型穴の形成、上記手順ｂ）
の後に型穴の中に骨格材を配置し、次に型穴の中の骨格材の上にセラミックを圧入し、最
後に上記手順ｄ）及びｅ）を行うことを特徴とする。
【０００９】
　型穴は特に硬化埋込みコンパウンドで形成する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、例えば歯冠又はブリッジのための骨格材の射出成形又はトランスファ
成形がＣＡＤデータに基づき自動製造で行われる。さらに、作製される構造の雌型を適当
な半成品、例えば埋め込みコンパウンドに、例えばフライス削りによって作る。次にＣＡ
Ｄデータに基づいて得られる幾何学的形状及びその体積から、事前製作され挿入される骨
格材の体積を減じた差から、圧入すべきセラミック材料の体積が明らかになる。次に射出
成形用セラミックを骨格材の上又は周囲に圧入する。続いて、原則として直ちに利用する
ために、歯の構造、例えば歯冠又はブリッジを型から取り外す。場合によっては最小限の
再加工が必要である。
【００１１】
　本発明のその他の細部、利点及び特徴は、特許請求の範囲及び特許請求の範囲に見られ
る特徴－単独で及び／又は組合せとして－だけでなく、図面とともに説明される以下の実
施例からも明らかである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　図１には、相互に組付けられた部分１２、１４からなるマッフル１０を示す。部分１２
、１４は型穴２２を画定する。型穴２２の中で骨格材１８の周囲に射出成形することによ
って歯のセラミック構造が作製される。
【００１３】
　型穴２２の内側幾何学的形状は、作製される歯のセラミック構造のＣＡＤデータに基づ
いて、部分１２、１４をなす半成品から機械加工即ち切削加工、例えばフライス削り、あ
るいは研削によって作製される。
【００１４】
　骨格材１８によって埋められない型穴２２の容積を利用可能なＣＡＤデータに基づいて
計算し、湯道２０を経て射出成形用セラミック（斜線区域２２）を圧入する。硬化の後に
部分１２、１４を互いに引き離し、歯のセラミック構造を取り外し、次いで湯道２０のバ
リを除去する。利用可能なＣＡＤデータがこのために利用されるから、上記の除去は自動
的に行われる。
【００１５】
　ＣＡＤデータの生成のために、歯科的処置に基づき１個又は複数個の残根から押型を作
ることができる。この押型は患者の口腔内の状況の陰性モデルを型取りしたものである。
そこで１個又は複数個の残根の表面、隣接の歯の近側面及び咬合が確定される。この型取
りから、とりわけ石膏又はプラスチックからなる陽性モデルが得られる。次に陽性モデル
を走査して確かめたデータを考慮して歯のセラミック構造を計算し、こうして得られるＣ
ＡＤデータに基づいてマッフル１０の部分１２、１４を機械加工、例えばフライス削り又
は研削による切削加工で形成し、全体として型穴２２を形成することができる。
【００１６】
　図２、４及び５を概観すれば当該構造の作製手順が明らかである。図２には歯のセラミ
ック構造を取り付ける１個又は複数個の残根の陽性モデルの概要が示されている。陽性モ
デル２４、即ち例えば歯冠をかぶせようとする区域を機械式探針で接触して又はレーザに
より無接触で探触又は走査し、当該のデータをコンピュータ２８に送る。マッフルの部分
１４を機械的に、例えば切削加工により作製する基礎となるデータを得るために、当該の
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データをＣＡＤプログラム３０によって処理する。さらに全歯のセラミック構造に相当す
るデータ３４が生成され、その結果データ３２、３４から、部分１２の型穴２２を画定す
る区域が作製される。また作製される骨格材に相当するデータ３６を生成することができ
る。当該のデータが利用可能であるならば、骨格材抜きの歯のセラミック構造の適合する
データ３４を得るために、当該のデータを事前にコンピュータ２８に入力しなければなら
ない。
【００１７】
　代案として陽性モデルで歯のセラミック構造の型取りをすることができる。その場合、
１個又は複数個の残根の上に歯冠又はブリッジのための適当な骨格材がある。次に完成モ
デルを走査し、このデータに基づいてマッフル１０に型穴２２を作ることができる。その
場合挿入される骨格材のデータを考慮することがもちろん必要である。
【００１８】
　前述の説明に従って、歯のセラミック構造に相当するキャップ３８を、図３で示すよう
に陽性モデル２４で型取りすることができる。次にキャップ３８を無接触で又は接触して
走査し、当該のデータをコンピュータ４０に送り、このデータと適当なＣＡＤプログラム
により、部分１２の型穴隣接区域を形成するためのデータ４２、さらに骨格材のためのデ
ータがまだなければ骨格材４４のためのデータが生成される。
【００１９】
　次にデータ３２又は３４及び４２に基づき下側部分１４又は上側部分１２をＣＮＣ制御
（計算機数値制御）のもとで例えばフライス４６により形成する。こうして作製された面
４８、５０は型穴２２を画定する。また同じくこのデジタル化データに基づいて、部分１
２に図５に破線で示すように湯道２０が同時に形成されることが明らかである。
【００２０】
　次に湯道２０を経て型穴２２又は骨格材１８で埋められていない型穴に流動性セラミッ
クを圧入するために、マッフルを公知のマッフル系に入れる。射出成形のために通常、射
出ラムが利用される。但しこの点については周知の技術と構造を参照されたい。例えばド
イツ実用新案ＤＥ－Ｕ－９００１７４０又はドイツ特許ＤＥ－Ａ－１０１３６５８４が参
照のために挙げられる。
【００２１】
　前述のように型穴のデータ及び完成した歯のセラミック構造の外側幾何学的形状が利用
可能であるから、湯道２０のバリを自動的に取り除くのに困難はない。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】マッフル及びその中に形成された歯のセラミック構造の概要を示す断面図。
【図２】歯のセラミック構造の作製方法の手順を説明する構成図。
【図３】歯のセラミック構造の作製方法の手順を説明する構成図。
【図４】歯のセラミック構造の作製態様を説明する概要図。
【図５】歯のセラミック構造の作製態様を説明する概要図。
【符号の説明】
【００２３】
　１０　　　　マッフル
　１２　　　　部分
　１４　　　　部分
　１６　　　　骨格材　　　　　　　　
　１８　　　　骨格材
　２０　　　　湯道
　２２　　　　骨格材で埋められていない型穴部分（斜線区域）
　２４　　　　陽性モデル
　２６　　　　機械式探針
　２８　　　　コンピュータ
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　３０　　　　ＣＡＤプログラム
　３２　　　　データ
　３４　　　　データ
　３６　　　　データ
　３８　　　　キャップ
　４０　　　　コンピュータ
　４２　　　　データ
　４４　　　　骨格材
　４８　　　　面
　５０　　　　面

【図１】 【図２】
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